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第４章 分野別施策の取組（次世代育成支援行動計画） 

１ 安心して産み、育てることのできるまちづくり 

 

1-1 親や子どもの健康の確保・増進 

本町では、母子保健事業を通じて、安全で快適な妊娠、出産の環境づくりとと

もに、親や子の心身の健康のための支援に努めています。 

今後とも、生まれる前の母子の健康から学齢期の子どもの健康まで、一貫した

健康づくりへの支援は重要な課題であり、保健･医療･福祉及び教育分野との連携

とともに、職員の資質向上を図り、一人一人にきめ細かく対応できるよう、母子

保健事業の充実に努めていきます。 

 

（１）安全な妊娠・出産への支援 

① 安全な出産のための知識の普及に努めます。 

② 各種健診や教室等を通じて、妊娠･出産に主体的に取り組むことができるよう

支援します。 

③ 妊産婦やその家族が安心した状態で生活ができるよう、不安の軽減や虐待の

予防を見据えつつ、相談体制や情報提供の充実に努めます。 

④ 子育てについて、父親や家族の理解と育児参加を促進していきます。 

⑤ 不妊に悩む方に対する支援として、医療費助成や医療機関等の情報を提供し

ていきます。 

【主要事業の概要と方針】 

事業名 事業概要 平成 30 年度実績 今後の方針 担当課 

母子健康手帳の

交付 

母子保健法第 16 条の規

定により妊娠の届出を

したものに対して母子

健康手帳を交付する。 

400 件 

集団指導、個別面接

を実施。利用者支援

事業を併せて実施。  

今後も関係機関に早期

届出協力の周知をし、

妊娠 11 週以内の交付

率の維持・向上を図る。 

健康課 

妊婦一般健康診

査（医療機関委

託） 

医療機関委託による妊

婦一般健康診査を行う。 

延べ受診数5,245件 

回数、内容等変更な

し。 

継続実施を図る。 健康課 

妊婦・産婦歯科

健康診査（医療

機関委託） 

医療機関委託による妊

婦・産婦歯科健康診査を

行う。 

妊婦 175 件 

産婦 106 件 

受診率の向上を図るた

め、受診勧奨を徹底す

る。 

健康課 
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事業名 事業概要 平成 30 年度実績 今後の方針 担当課 

マタニティ教室

（パパママ編） 

子育て情報や相談の場

について情報提供し、虐

待予防、育児不安の軽減

を図る。交流の場とし、

仲間づくりの機会とす

る。 

４回 115 人 

虐待予防の視点も盛り

込みつつ、産後の育児

について父母の役割を

伝える。 

健康課 

一般不妊治療費

助成事業 

一般不妊治療にかかっ

た自己負担額の 1/2 以

内を助成する（最高５万

円）。 

45 件 

事業のさらなる周知徹

底とニーズに応じた助

成を実施する。 

健康課 

マタニティ教室

（母乳育児編） 

妊娠等に対する知識の

普及及び保健指導を行

う。妊婦同士の交流の機

会を提供する。母乳育児

の推進子育て情報や相

談の場について情報提

供し、虐待予防、育児不

安の軽減を図る。 

４回 33 人 

受講率の向上を図るた

め、受講勧奨を徹底す

る。 

健康課 

 

（２）子どもの健やかな成長と発達への支援 

① 予防接種の早期実施の徹底、乳幼児健康診査の受診率を維持し、疾病の早期発
見や健診後のフォローによる発達支援に努めます。 

② 乳幼児･学童のむし歯予防に努めます。 

③ 妊娠中の飲酒や喫煙の子どもへの影響及び乳幼児の事故を未然に防ぐための
啓発に努めます。 

【主要事業の概要と方針】 

事業名 事業概要 平成 30 年度実績 今後の方針 担当課 

新生児等訪問指

導 

母子保健法第 11 条によ

り、育児不安や育児上心

配のある新生児等の保

護者に対し家庭訪問に

より発育、育児等に関す

る助言を行う。 

委託助産師訪問実

績延 35 件 

助産師等の訪問によ

り、育児不安等を持つ

家庭への必要な支援の

充実に努める。 

健康課 
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事業名 事業概要 平成 30 年度実績 今後の方針 担当課 

未熟児（低出生

体重児）訪問指

導  

未熟児（低出生体重児）

について、訪問により適

切な養育指導を行う。 

委託助産師訪問実

績延 21 件 

平成 25 年度から開始

した保健師による低出

生体重児訪問をはじ

め、育児不安等を持つ

家庭への必要な支援の

充実に努める。 

健康課 

母乳相談 

母乳哺育確立のための

授乳指導等を行う。母親

の育児不安の軽減を図

り育児支援を行う。 

延 22 件 

専門職を配置し、より

専門的な相談対応な

ど、育児支援に努める。 

健康課 

乳児一般健康診

査 

医療機関委託による乳

児一般健康診査を行う。 

1 回目 419 件 

2 回目 0 件 
継続実施を図る。 健康課 

乳幼児健康診査

（４か月、10 か

月、１歳６か月、

３歳） 

母子保健法第 12 条、13

条により実施する。１歳６

か月児、３歳児健康診査

では、歯科健診、フッ素

塗布も実施する。 

健 康 診 査 受 診 率 

４か月児：98.7％ 

10 か月児：99.0％ 

１ 歳 ６ か 月 児 ：

99.2％ ３歳児：

98.9％ 

比較的高い受診率を今

後も維持し、発育・発

達への支援を図る。 

健康課 

２歳児歯科健康

診査 

保健センターで、集団歯

科健診・フッ素塗布・歯

科保健指導・（育児発達

相談）等を行う。 

受診率：97.4％ 

比較的高い受診率を今

後も維持し、発達への

支援を図る。 

健康課 

予防接種       

予防接種法による定期

予防接種（Ａ類疾病）を

実施する。ポリオ、ＢＣ

Ｇ、四種混合、三種混合、

二種混合、日本脳炎、Ｍ

Ｒ（麻しん風しん混合）、

ヒブ、肺炎球菌、水痘 

接種完了率 ＢＣ

Ｇ：98.2％ ＭＲ

（第１期）：98.3％ 

ＭＲ（第２期）：

95.6％ 

比較的高い受診率を今

後も維持し、病気の予

防を図る。 

健康課 

乳児のＳＩＤＳ

（乳幼児突然死

症候群）予防啓

発活動 

妊娠届出時や乳児健診

の場を利用して、リーフ

レットの配布やポスタ

ーの掲示等により、「仰

向け寝の推進」、「母乳

栄養の推進」、「家族の

禁煙」等の知識を普及す

る。 

集団指導、こうた赤

ちゃんガイド配布、

ポスターの掲示等

で啓発 

継続実施を図る。 健康課 
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事業名 事業概要 平成 30 年度実績 今後の方針 担当課 

乳幼児の事故防

止啓発活動 

各乳幼児健診やすくす

くこうたっ子講座で、家

庭での事故防止につい

て知識を普及する。 

各乳幼児健診での

集団・個別指導やす

くすくこうたっ子

講座での啓発 

今後も健診や講座等さ

まざまな機会をとらえ

て事故予防について周

知・啓発を図る。 

健康課 

お口ピカピカ教

室 

１歳６か月児のむし歯

発生のハイリスク者と

２歳児歯科健診希望者

を対象とした、グループ

指導（生活指導、歯磨き

指導）を行う。 

６回 76 人 

教室参加者の満足度は

高く、教室の参加率の

向上を図る。 

健康課 

子育てマップや

ガイドブックの

配布 

子育てに関する町事業

の案内をする。 
2,200 部発行 

配布場所を拡大しつ

つ、活用促進を図る。 

子育て支

援センタ

ー 

 

1-2 子育て家庭への支援 

本町では、子育て世代包括支援センターをはじめとする相談窓口の整備や

訪問事業の実施によるきめ細やかな支援とともに、各種媒体を通じた情報提

供の充実に努めています。 

今後とも、就園前から就園後の家庭まで、すべての子育て家庭への支援を行

うという観点から、発育・発達に関する相談支援や情報提供、親子のふれあい

活動、遊び場の整備を進めます。 

また、子ども・子育て支援法に基づき、幼児期の教育・保育、子育て支援に

関する各種事業の充実を図るほか、ひとり親家庭等の自立支援や子どもの貧

困対策を図るため、子育て家庭の経済的負担を軽減するための施策・事業の継

続実施に努めます。 

 

（１）子育て支援サービスの充実 

① 子育て世代包括支援センターをはじめ、悩みや不安を気軽に相談できる環境づ
くりや専門家への相談窓口設置など、多種多様な相談に対応できる包括的な相
談体制の充実に努めます。 

② すべての子育て家庭が必要な情報を得られるよう、冊子等を通じた情報提供の
充実とともに、各種講座や教室を開催し、子育てに関する学習機会の充実に努
めます。 

③ 児童館活動をはじめ、親子で遊べる安全な場所や、親子がふれあえる場所の確
保を図ります。 

④ 乳幼児等の遊び場の充実に努めます。 

⑤ 子ども・子育て支援新制度に基づく地域子ども・子育て支援事業について、ニ
ーズに応じた事業の充実や新規事業の実施を検討します。 
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【主要事業の概要と方針】 

■相談体制 

事業名 事業概要 平成 30 年度実績 今後の方針 担当課 

こんにちは赤ち

ゃん訪問事業 

育児不安の増大する出

生後早期に地域の先輩

ママである赤ちゃん訪

問員が家庭訪問を行い、

子育ての孤立化を防ぐ。

また、支援が必要な家庭

は、早期に支援につなぐ

ことで、適切な育児の継

続を支援する。 

訪問実施率 98.4％ 継続実施を図る。 健康課 

乳幼児健康相談 

育児に不安を抱える保

護者に対しての相談の

機会を設ける。 

24 回 405 人 継続実施を図る。 健康課 

家 庭 訪 問 事 業

（妊婦・産婦・新

生児・乳幼児・そ

の他） 

発育・発達・育児等各種

相談に家庭訪問で対応

する。（保健師・栄養士） 

保健師訪問 延べ

168 件 

妊婦から乳幼児、虐待

予防、子育て支援、未

熟児と対象が拡大して

おり、さまざまな相談

に対応できるよう、事

業の充実に努める。 

健康課 

面接・電話相談

（妊婦・産婦・新

生児・乳幼児・そ

の他） 

発育・発達・育児等各種

相談に来所面接・電話で

対応する。（保健師・栄

養士） 

面接延べ 105 件 

電話相談延べ605件 

事業の周知徹底を図

る。 
健康課 

子育て相談 
子育てに関する相談に

対応する。 
605 件 

事業の周知徹底を図

る。 

子育て支

援センタ

ー 

教育相談 

青少年に関する問題・悩

みの相談、指導を実施す

る。 

相談者数 2,048 人 継続実施を図る。 
学校教育

課 

発育・発達相談

体制の整備充実 

近隣市、医療機関等関係

機関との連携の下に「発

育・発達相談体制の整備

充実」を図る。 

岡崎市こども発達

センターへの紹介

件数（保育園 16 件） 

平成 29 年度に「岡崎市

こども発達センター」

が開所し、発育・発達

相談体制の整備充実が

図られた。専門機関の

支援が必要な場合に

は、関係機関との連携

の下に早期発見・早期

支援につながるよう努

める。 

関係機関 
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事業名 事業概要 平成 30 年度実績 今後の方針 担当課 

子育て世代包括

支 援 セ ン タ ー

（利用者支援事

業） 

母子保健コーディネー

ターや保健師等が、地域

の関係機関と連携しな

がら、安心して出産・子

育てができるように一

緒に考え、サポートを実

施する。 

－ 

母子健康手帳交付時に

全妊婦と面接し、妊娠

期から子育て期まで、

関係機関と連携し、切

れ目のない支援を図

る。 

健康課 

■情報提供 

事業名 事業概要 平成 30 年度実績 今後の方針 担当課 

子 育 て 情 報 誌

「あいあい」の

発行 

子育てに関する情報を

親しみやすく掲載する。 
月１回発行 継続実施を図る。 

子育て支

援センタ

ー 

【再掲】子育て

マップやガイド

ブックの配布 

子育てに関する町事業

の案内をする。 
2,200 部 

配布場所を拡大しつ

つ、活用促進を図る。 

子育て支

援センタ

ー 

子育て支援セン

ター活動のＰＲ 

保健センターでの各種

健診時に出向きＰＲす

る。 

32 回 

今後も各種健診時や行

事等の際に周知徹底を

図る。 

子育て支

援センタ

ー 

こうた子どもセ

ンター情報誌 

地域における学習機会

の提供、家庭教育の支援

充実を図るため必要な

情報の収集及び提供を

行う。 

発行なし 
必要な情報提供の継続

的な提供を図る。 

生涯学習

課 

広報こうた「健

康あらかると」、

「情報あらかる

と」コーナーの

活用 

広報こうたに「子ども」

に関する記事をわかり

やすく、親しみやすく掲

載する。 

毎月発行・掲載 

今後も子育てに関する

情報やお知らせを積極

的に掲載する。 

関 係 課 

／関係機

関 

こうた赤ちゃん

ガイドの配布 

母子健康手帳交付時や

乳児のいる転入者に配

布。妊娠期から子育て期

に関する情報や母子保

健事業等を盛り込み情

報を提供する。 

483 件 継続実施を図る。 健康課 

すこっぴーだよ

りの配布 

乳幼児のいる家庭向け

に災害時の備えについ

て啓発。母子健康手帳交

付、赤ちゃん訪問、乳幼

児健診等で配布。 

母子健康手帳交付、

赤ちゃん訪問、乳幼

児健診等で配布し

啓発 

継続実施を図る。 健康課 
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■各種教室・親子ふれあい 

事業名 事業概要 平成 30 年度実績 今後の方針 担当課 

児童館活動 

児童館の活動の周知と、

利用を呼びかけ、子ども

たちに健全な遊び場を

提供して、情操豊かな児

童を育成する。学校外で

の遊びや学びの拠点と

して、通常活動のほかに

行事やイベントの企画

に創意工夫を凝らし、子

育て支援を行う。 

児童館・多世代交流

施設 ４館 

入館者数 70,845 人 

行事やイベントの継続

的な開催を図る。坂崎

及び幸田小学校区に児

童館を建設し、全６小

学校区への設置を図

る。 

こども課 

すくすくこうた

っ子講座 

乳幼児の健康の保持増

進のために、育児に関す

る講座及び交流の場を

提供する。 

5 回 114 人 継続実施を図る。 健康課 

離 乳 食 講 習 会

（前期・後期） 

離乳食についての講義

や実演等により、離乳食

や望ましい食生活を習

得させる。 

各６回 前期：171

人 後期：124 人 
継続実施を図る。 健康課 

わくわくあそび

ランド 

親子のふれあい遊びを

提供する。 

野外 2回 

父親・祖父母向け各

1 回 延べ 1,959 人 

今後も内容の充実と父

親・祖父母が参加でき

る機会の継続を図る。 

子育て支

援センタ

ー 

子育てサークル

活動の支援 

育児の情報交換や子育

ての相互協力の場とす

る。仲間づくりをしなが

ら自主的なサークル運

営ができるようにする。 

10 サークル 90 組 

169 人 

181 回 1,474 

今後も活動への参加促

進を図るため、各種健

診時や行事等の際の勧

誘を継続する。 

子育て支

援センタ

ー 

よちよちサロン 

親子でふれあい遊び等

をしたり、お母さん同士

で情報交換をする。 

12 サークル 190 人 継続実施を図る。 

子育て支

援センタ

ー 

親子ふれあいひ

ろば 

未就園児とその保護者

を対象とした親子の遊

び、体験学習を通じ、情

報交換、仲間づくりを支

援する。 

537 人 

情報交換や仲間づくり

の場として、継続実施

を図る。 

生涯学習

課 

キッドビクス親

子クラス 

未就園児とその保護者

を対象とした親子の遊

び、体験学習を通じ、情

報交換、仲間づくりを支

援する。 

49 組 

情報交換や仲間づくり

の場として、継続実施

を図る。 

生涯学習

課 
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■遊び場 

事業名 事業概要 平成 30 年度実績 今後の方針 担当課 

住民広場等の整

備 

住民広場、児童遊園、ち

びっ子広場を整備する。 

ちびっ子広場：49 

児童遊園：６ 住民

広場：11 

適正管理に努める。 こども課 

保育園の園庭開

放 

就園前児童及び保護者

を対象に保育園の園庭

を開放し、親子の遊びと

交流の場所を提供する。 

８園（月１回） 

※実施しない月あ

り 

継続実施を図る。 こども課 

都市公園の整備 
利用しやすい公園づく

りをする。 

都市公園等 33 か所  

地区公園２ 近隣

公園４ 街区公園

23 その他公園４ 

適正管理に努める。 
都市計画

課 

 

■地域子ども・子育て支援事業 

事業名 事業概要 平成 30 年度実績 今後の方針 担当課 

時間外保育事業

（ 延 長 保 育 事

業） 

11 時間等を超えて保育

を行う事業 

延べ利用人数 

～19 時：422 人 

～20 時：144 人 

ニーズへの対応を図

る。 
こども課 

放課後児童健全

育成事業（放課

後児童クラブ） 

放課後、自宅に帰っても

保護者がいない小学生

に、遊びを主とする健全

育成活動を行う事業 

受入数 525 人 

待機児童 50 人 

平成 26 年度から、放課

後子ども教室は放課後

児童クラブとして一本

化しており、ニーズの

高まりや法律上、小学

６年生までを対象とす

る事業となったことを

踏まえつつ、受入体制

の充実を図る。 

こども課 

子育て短期支援

事業 

親の病気、残業などの場

合に児童養護施設等に

おいて一時的に預かる

ショートステイ（宿泊を

伴う預かり）、トワイラ

イトステイ（夕方から夜

間の預かり） 

未実施 

ニーズへの対応を町外

の児童養護施設等の利

用を前提に図る。 

こども課 

地域子育て支援

拠点事業（子育

て支援センター

事業） 

子育て支援センター事

業 

町内にセンターを

２か所設置 

ニーズへの対応を図

る。 

子育て支

援センタ

ー 
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事業名 事業概要 平成 30 年度実績 今後の方針 担当課 

一時預かり事業 
保育園その他の場所で

の一時預かり 

958 件（延べ年間利

用人数） １日平均

4.1 人 

受入れの拡充を図る。 こども課 

病児・病後児保

育事業（病後児

対応型） 

病気の回復期及び病後

児を医師の意見書を基

に預かり、子育てと仕事

の両立の支援を図る。 

未実施 

令和 2 年 1 月事業開始

となる新規事業のた

め、改善点等を確認し

ながら、安全な預かり

に努める。 

子育て支

援センタ

ー 

子育て援助活動

支援事業（ファ

ミリー・サポー

ト・センター事

業） 

依頼会員と援助会員で

構成する子どもの送迎・

預かりサービス 

1,493 件 

事業の周知徹底を図

り、依頼・援助・両方会

員の登録者数の増加と

利用促進を図る。 

こども課 

利用者支援事業 

子育て支援事業の中か

ら適切なものを選択し

円滑に利用できるよう、

身近な場所で支援を行

う事業 

未実施 

子育て支援センターに

おいて、各種子育て支

援のコーディネートを

図る。 

子育て支

援センタ

ー 

【再掲】こんに

ちは赤ちゃん訪

問事業 

生後４か月までの乳児

のいるすべての家庭を

訪問し、子育て支援に関

する情報提供や養育環

境等の把握を行う事業 

訪問実施率 98.4% 継続実施を図る。 健康課 

養育支援訪問事

業 

養育支援が特に必要な

家庭に対して、その居宅

を訪問し、養育に関する

指導・助言等を行うこと

により、当該家庭の適切

な養育の実施を確保す

る事業 

家事支援１件（延 10

件） 育児支援０件 

育児相談３件（延５

件） 

今後も要保護児童対策

実務者会議やケース検

討会議等で検討し、必

要な家庭への支援を図

る。 

こども課 

【再掲】妊婦一

般健康診査（医

療機関委託） 

妊婦の健康の保持及び

増進を図るため、妊婦に

対する健康診査として、

①健康状態の把握、②検

査計測、③保健指導を実

施するとともに、妊娠期

間中の適時に必要に応

じた医学的検査を実施

する事業 

延べ受診率5,245件

回数・内容等変更な

し 

継続実施を図る。 健康課 
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（２）教育・保育サービスの充実 

① 子ども・子育て支援新制度の目的である「質の高い幼児期の学校教育・保育の
総合的な提供」と「保育の量的拡大・確保、教育・保育の質的改善」に向けて、
ニーズに応じた質の高い幼児期の教育・保育の提供に努めます。 

② 地域に開かれた保育園として、地域の他世代との交流の機会を設けるとともに、
情報の発信、子育ての悩み相談、親の育成などの機能の充実に努めます。 

③ 親の就労の有無・形態で区別することなく、【就学前】の子どもに適切な幼児
教育・保育の機会を提供し、その時期にふさわしい成長を促す機能を備えるこ
とを重視し、需要に応じた認定子ども園の誘致を推進します。 

【主要事業の概要と方針】 

事業名 事業概要 平成 30 年度実績 今後の方針 担当課 

幼児期の教育・

保育 

子ども・子育て支援新制

度等に基づき、質の高い

幼児期の教育・保育（保

育園・幼稚園・認定こど

も園・地域型保育事業

等）を提供する。 

私 立 幼 稚 園 ３ 園 

町立保育園８園(う

ち休日・一時保育を

１園で実施) 認定

こども園2園 地域

型保育事業 1 か所 

認可外保育施設1園

（一般住民受入可

能施設のみ） 

幼児期の教育・保育に

ついて、ニーズに応じ

た基盤整備を進める。

特に３歳未満児につい

ては、受入児童数は増

加している一方、入園

待ちも増えていること

から、受入れの拡充を

図る。 

こども課 

保育園における

地域活動の充実 

世代間交流（老人クラブ

等）や未就園児などへの

開放等、保育園における

地域活動事業の充実に

努める。 

８園 

今後も地域交流を大切

にして、人とのふれあ

い関わりを大切にした

保育に努める。 

こども課 

認定こども園の

誘致推進 

幼稚園と保育園の機能

を併せ持つ施設（認定こ

ども園）の整備を検討す

る。 

認定こども園２園 

※H28 年度１園 

 H29 年度１園 

保護者の就労の有無に

関わらず地域の子ども

や家庭が利用できる施

設として、幼保連携型

認定こども園の誘致を

推進する。 

こども課 
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（３）子育て支援のネットワークづくり 

① 子育て支援センターを通じて、子育て中の保護者同士のつながり、仲間づくり
を促進します。 

② 子育て支援事業についてのガイドブック（子育てマップ）を作成・配布します。 

【主要事業の概要と方針】 

事業名 事業概要 平成 30 年度実績 今後の方針 担当課 

子育て支援セン

ターへの来館 

ふれあい遊びをしたり、

親同士の交流を図る。 
延べ 18,430 人 

子育て支援センターの

利用者は年々増加して

おり、今後も行事や遊

具等の充実に努める。 

子育て支

援センタ

ー 

【再掲】子育て

マップやガイド

ブックの配布 

子育てマップやガイド

ブックを配布する。 

子 育 て マ ッ プ 

2,200 部発行 

配布場所を拡大しつ

つ、今後も関係機関の

子育て支援情報を盛り

込む。 

子育て支

援センタ

ー 

 

（４）経済的負担の軽減 

① 中学校卒業までの子ども医療費の助成をはじめ、各種一時金や医療費助成を継
続します。 

② 各種手当の支給を継続します。 

③ 幼稚園に通園する園児の保育料の軽減を図ります。 

④ ひとり親家庭等への各種手当・医療費の助成を継続します。 

⑤ 就学困難な家庭への就学費用の一部援助を継続します。 

⑥ 障がいのある子どもの家庭への各種手当・医療の助成を継続します。 

【主要事業の概要と方針】 

事業名 事業概要 平成 30 年度実績 今後の方針 担当課 

出産育児一時金

の支給 

国民健康保険に加入し

ている母親が出産した

ときに、出産育児一時金

を支給する。 

33 件 継続実施を図る。 
保険医療

課 

子ども医療費の

助成 

中学３年生までの通院、

入院の医療費を助成す

る。 

7,012 件 継続実施を図る。 
保険医療

課 

母子家庭等の医

療費助成 

ひとり親家庭等におい

て 18 歳以下の子どもを

扶養している場合に助

成する。 

594 件 継続実施を図る。 
保険医療

課 
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事業名 事業概要 平成 30 年度実績 今後の方針 担当課 

児童手当 

中学３年生修了前まで

の児童を監護、養育する

人へ支給する。 

3,930 件 

子ども・子育て支援新

制度に基づく子ども・

子育て支援給付とし

て、対象者への支給を

実施する。 

こども課 

児童扶養手当 

18 歳以下の児童を監

護、養育するひとり親家

庭等へ支給する。 

224 件 継続実施を図る。 こども課 

県遺児手当 

18 歳以下の児童を監

護、養育するひとり親家

庭等へ支給する。 

115 件 継続実施を図る。 こども課 

町遺児家庭扶助

費 

義務教育修了前の遺児

を監護、養育するひとり

親家庭等へ支給する。 

260 件 継続実施を図る。 こども課 

特別児童扶養手

当 

身体、知的発達又は精神

に障がいのある 20 歳未

満の児童を監護、養育す

る人へ支給する。 

100 件 継続実施を図る。 福祉課 

障がい児に対す

る助成 

日常生活用具や補装具

購入の助成を行う。 
延べ 72 件 継続実施を図る。 福祉課 

就学困難な児童

への就学補助 

経済的理由によって就

学が困難な児童・生徒に

対し、学用品、給食費な

どを支給する。 

対象者 244 人 継続実施を図る。 
学校教育

課 

特別支援教育就

学奨励費 

障がいのある児童・生徒

の保護者に対し、学用品

費、給食費などを支給す

る。 

対象者 74 人 継続実施を図る。 
学校教育

課 

私立高校授業料

補助制度 

私立高等学校等に在学

している生徒の保護者

に授業料を補助する。 

対象者 210 人 継続実施を図る。 
学校教育

課 

奨学金支給制度 

高等学校等に在学して

いる方で、経済的理由に

より修学困難な方に支

給する。 

40 人 継続実施を図る。 
学校教育

課 

国民健康保険税

の減免 

児童扶養手当又は就学

援助による支給を受け

ている世帯の国民健康

保険税を減免する。 

－ 継続実施を図る。 
保険医療

課 
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1-3 支援を必要とする子どもと家庭への取組の 推進 

本町では、「幸田町要保護児童対策地域協議会」を中心に、関係機関の連

携を通じて、虐待傾向にある家庭やひとり親家庭、障がいのある子どもを持

つ家庭など、特に支援を必要とする家庭に対して、虐待の防止や早期対応に

努めています。 

また、ひとり親家庭の自立支援とともに、平成３０年３月に策定した障が

い児福祉計画に基づき、障がいのある子どもへの通所支援等の提供体制を確

保に努めており、今後も、これら支援を必要とする子どもと家庭に対して、

関係機関と連携して必要な取組の充実を図ります。 

 

（１）児童虐待防止策の充実 

① 子育て家庭の孤立感・不安の解消に向けて、子育て支援センター事業の周知と
利用促進を図ります。 

② 乳幼児健診や個別訪問、乳児家庭全戸訪問事業、養育支援訪問事業、児童委員
や住民の協力など、あらゆる機会を通して、育児困難家庭や虐待等の早期発見
に努めます。 

③ 各種協議会等を通じて、保健、医療、福祉、教育、警察、司法等の関係機関、
団体等との連携を強化し、虐待の予防、発生後の適切な対応につなげます。 

【主要事業の概要と方針】 

事業名 事業概要 平成 30 年度実績 今後の方針 担当課 

子育て支援セン

ター事業を通じ

た孤立感・不安

の解消 

親子教室や子育てサー

クルへの参加を促し、孤

立感や不安の解消に努

める。 

来館延べ 18,430 人

子育て相談 605 件 

サークル活動 10

サークル 90 組 169

人 

今後も子育て支援セン

ターの利用促進や相談

事業の周知徹底を図

る。 

子育て支

援センタ

ー 

相談事業の周知 

育児相談や、子育て支援

センターで実施してい

る子育て相談等の相談

事業についての周知と

活用を促進する。 

子育て相談 605 件 
各種健診時や行事等の

際に周知徹底を図る。 

子育て支

援センタ

ー 

幸田町児童虐待

予防の連絡体制 

庁内関係部局・関係機関

との連携の下、連絡網の

整備や事例検討会を設

置して定期的に連絡会

を開催し、迅速な対応を

図る。 

実務者会議 12 回 

関係機関で情報共有と

今後の方針について検

討し、必要な対応を図

る。 

関 係 課 

／関係機

関 
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事業名 事業概要 平成 30 年度実績 今後の方針 担当課 

住民の協力によ

る早期発見 

児童虐待を発見した場

合、すぐに通告すること

は国民一般の義務であ

ることやその場合の連

絡先について、住民に周

知し協力を呼びかけて

いく。 

ホームページや広

報誌、ポスター掲示

による住民への周

知 

今後も通報義務・通報

先等の周知徹底を図

る。 

こども課 

保育園等におけ

る早期発見 

保育園、幼稚園、学校で

は、普段から児童虐待の

兆候をいち早くキャッ

チできるよう親や子ど

もの様子に注意を払い、

児童虐待を発見したら、

こども課に通告（相談）

する。 

平成 30 年度 新規

通告実績 保育園

１件 幼稚園０件 

学校３件 

早期発見・早期対応に

努める。 

保 育 園 

／小中学

校／こど

も課 

養育支援訪問事

業 

特に必要と判断する家

庭に、訪問支援やヘルパ

ーによる家事支援等を

実施し、適切な養育実施

を確保する。 

家事支援１件（延 10

件） 育児支援０件 

育児相談３件（延５

件） 

今後も要保護児童対策

実務者会議やケース検

討会議等で検討し、必

要な家庭への支援を図

る。 

こども課 

幸田町要保護児

童対策地域協議

会 

要保護児童の早期発見、

関係機関の連携、情報交

換等を目的に町内関係

機関の代表者会議を行

う。 

地域協議会１回 

要保護児童の状況把

握・支援が適切に行わ

れるよう、関係機関と

の連携強化を図る。 

こども課 

幸田町要保護児

童対策実務者会

議 

毎月１回実務担当者会

議を行い、要保護児童の

状況を共有化し、関係機

関での役割分担を明確

にする。 

実務者会議 12 回 

関係機関で情報共有・

今後の方針について検

討する。 

こども課 

幸田町要保護児

童対策ケース検

討会議 

要保護児童の適切な保

護を図るために検討を

要する事例がある場合

に、随時開催する。 

ケース検討会議：３

回 

今後も随時ケース検討

会議を開催し、要保護

児童の家庭の全体像の

把握とともに、関係機

関の役割分担を明確化

し、対策の充実に努め

る。 

こども課 
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図表37 児童虐待への対応の関係図 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

（２）ひとり親家庭等の自立支援の推進 

① 子育て・生活支援として、放課後児童クラブの利用について、優先的な取扱い
を行います。 

② 就業支援として、母子家庭の母等が経済的な自立が図られるよう、就業支援事
業の活用を促進します。 

③ 養育費の確保など、子どもの貧困対策にも資するよう、ひとり親家庭への支援
施策を強化します。 

【主要事業の概要と方針】 

事業名 事業概要 平成 30 年度実績 今後の方針 担当課 

放課後児童クラ

ブの優先利用 

ひとり親家庭等の優先

的利用を行い、保護者の

就業や求職活動を支援

する。 

入会件数 65 件 継続実施を図る。 こども課 

自立支援・就業

支援に関する事

業の周知 

母子・父子自立支援員や

母子家庭等就業・自立支

援センターの活動内容

等を情報提供する。 

相談員や自立支援

センターを通じて

必要な情報提供を

実施 

相談員や自立支援セン

ターを通じて、今後も

周知徹底を図る。 

福祉課 

母子・父子福祉

団体への支援 

寡婦の方が生活の安定

や向上を目指して自主

的に活動する団体を支

援（社会福祉協議会を通

じ助成）する。 

社会福祉協議会を

通じて母子寡婦福

祉会を支援 

社会福祉協議会を通じ

た支援継続を図る。 
福祉課 

母子生活支援施

設の利用支援 

親子が自立した生活を

送れるよう支援する施

設（町外）について、情

報提供を実施する。 

町のホームページ

等を通じて情報提

供を実施 

引き続き情報提供を継

続する。 
福祉課 

 

児童虐待が 

疑われる家庭 

発見・見守り・支援 

保育園 
幼稚園 
学 校 

社 会 福 祉 協 議 会

ボランティア団体

等 

医療機関 
町の関係機関 

民生委員・児

童委員 

地域住民 

警 察 

連携 

   
連携 

連携 

連携 

専門的支援 

送致 

児
童
相
談
所 

相談・通告 

こ
ど
も
課 

支援 
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（３）障がいのある児童への施策の充実 

① 発育・発達相談体制の整備充実、早期療育体制の整備に努めます。 

② 精密検査が必要な場合、適切な医療機関や相談機関について情報の提供を行い、

フォローを確実に行います。 

③ 心身の発達に心配のある保護者に対して、医師・保健師など関係機関が連携し、

適切な助言・指導に努めます。 

④ 心身の発達に心配のある子どもへの支援や療育・教育内容の充実を図ります。 

【主要事業の概要と方針】 

事業名 事業概要 平成 30 年度実績 今後の方針 担当課 

【再掲】発育・発

達相談体制の整

備充実 

近隣市、医療機関等関係

機関との連携の下に「発

育・発達相談体制の整備

充実」を図る。 

岡崎市こども発達

センターへの紹介

件数（保育園 16 件） 

平成 29 年度に「岡崎市

こども発達センター」

が開所し、発育・発達

相談体制の整備充実が

図られた。専門機関の

支援が必要な場合に、

関係機関と連携し、早

期発見・早期支援につ

ながるように努める。 

関係機関 

早期支援体制の

整備 

乳幼児への各種健診等

を通して、発育・発達等

の問題の早期発見に努

める。 

職員が研修会等に

参加 

今後も関係職員が研修

会等に参加し、知識・

意識の向上に努める。 

健康課 

フォロー体制の

整備 

発達について心配のあ

る親子の支援に努める。

また、専門職（心理発達

相談員等）の確保にも努

める。 

職員が研修会等に

参加 

今後も関係職員が研修

会等に参加し、知識・

意識の向上に努める。 

健康課 

情報の提供 
療育や相談機関等の情

報を提供する。 

療育や相談機関等

に関する情報提供

を実施 

対象に合わせた情報を

提供できるよう、今後

も関係職員が研修会等

に参加し、知識・意識

の向上に努める。 

健康課 

医療的ケア児に

対する関連分野

の支援を調整す

るコーディネー

ターの配置 

医療的ケア児に対する

総合的な支援体制を構

築する。 

未実施 

関連分野の支援を調整

するコーディネーター

として養成された相談

支援専門員を配置しま

す。 
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事業名 事業概要 平成 30 年度実績 今後の方針 担当課 

くれよんルーム

（発達相談指導

事業） 

言語発達等で要経過観

察と判断された幼児を

持つ保護者に対し、集団

遊びを通して児との関

わりを学んでもらい児

の心身の発達を促す。 

23 回 実参加組数

33 組、延べ参加組数

234 人 

今後も保護者・保健師・

保育士の療育への取組

の学習の場として、各

専門家と連携した支援

につなげていく。 

こども課 

たんぽぽ相談室

（ 心 理 発 達 相

談） 

発達の心配や育児不安

等のある親子に対し、専

門的な判断・指導・助言

を行う。 

実相談組数：42 組 

延べ相談組 42 組 

相談内容や保護者の意

識に寄り添い、適切な

利用勧奨を行うととも

に、専門的な指導・助

言を行う。 

健康課 

療育手帳交付 
知的障がいのある人に

対して交付する。 

平成 31年 3月 31日

現在 手帳所持者

数 301 人（内 18 歳

未満 104 人） 

継続実施を図る。 福祉課 

身体障害者手帳

交付 

身体に一定以上の永続

する障がいを有する人

に交付する。 

平成 31年 3月 31日

現在 手帳所持者

数1,193人（内18歳

未満 37 人） 

継続実施を図る。 福祉課 

通級指導 

通常学級に在籍し、発達

障がい等で特別な支援

を必要とする児童・生徒

に個別の支援を行う。

（小学校、中学校） 

９校 111 人 

小学校、中学校ともに

全校配置（県配置 5校、

町配置４校）により、

今後も個別の丁寧な支

援を図る。 

学校教育

課 

教育支援委員会 

障がいがあると思われ

る幼児、児童・生徒につ

いて、学校長や専門家が

観察結果等から就学先

を検討する。 

９校 125 人 

平成 26 年度から「教育

支援委員会」に再編し、

継続実施を図る。 

学校教育

課 

就学相談 

障がいがあると思われ

る幼児について県教育

委員会主催早期教育相

談や町教委にて該当校

等の連絡調整を図り、就

学相談を行う。 

９校 70 人 

健康課や町内幼稚園・

保育園との連絡を密に

し、早期教育相談の実

施を図る。 

学校教育

課 

特別支援教育 

障がいがある児童・生徒

に対して、発達に合わせ

た学習指導を行う。 

９校 97 人 継続実施を図る。 
学校教育

課 
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1-4 仕事と子育ての両立を支援する環境の整備  

本町では、国や県等の両立支援制度に関して、広報等による周知を図るとと

もに、男女共同参画プランに基づく施策を推進しています。 

今後とも、男女が安心して仕事と子育てを両立できるよう、職場優先の意識

や固定的な性別役割分担等の意識改革を図るため、広報・啓発、研修、情報提

供等を積極的に推進します。 

 

（１）多様な働き方の実現、働き方の見直し 

① 子育て応援の日（はぐみんデー）の周知・推進を図ります。 

② 男女共同参画意識の高揚を目的とする広報・啓発、研修、情報提供を行いま

す。 

【主要事業の概要と方針】 

事業名 事業概要 平成 30 年度実績 今後の方針 担当課 

子育て応援の日

（ は ぐ み ん デ

ー）の周知・推進 

県民運動として社会全

体で子育てを応援する

機運の醸成を図る。 

職員への周知、ホー

ムページ・広報誌に

よる住民への周知 

継続実施を図る。 こども課 

男女共同参画社

会テーマイベン

ト 

男女共同参画に関する

町民の意識啓発を推進

するため、こうた女性の

会を中心にイベントを

開催する。 

・第２次男女共同参

画プラン策定 

・男女共同参画講演

会開催 

毎年、非常に多くの入

場者で盛況に開催され

ており、男女共同参画

社会の啓発イベントと

して継続実施を図る。 

企画政策

課 

 

（２）仕事と子育ての両立支援の推進 

① 仕事と子育ての両立を支援するため、保育サービス及び放課後児童対策の充

実に努めます。 

【主要事業の概要と方針】 

事業名 事業概要 平成 30 年度実績 今後の方針 担当課 

【再掲】幼児期

の教育・保育 

子ども・子育て支援新制

度等に基づき、質の高い

幼児期の教育・保育（保

育園・幼稚園・認定こど

も園・地域型保育事業

等）を提供する。 

私 立 幼 稚 園 ３ 園 

町立保育園８園(う

ち休日・一時保育を

１園で実施) 認定

こども園2園 地域

型保育事業 1 か所 

認可外保育施設1園

（一般住民受入可

能施設のみ） 

ニーズに応じた基盤整

備を進める。特に３歳

未満児については、受

入児童数は増加してい

る一方、入園待ちも増

えていることから、受

入れの拡充を図る。 

こども課 
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事業名 事業概要 平成 30 年度実績 今後の方針 担当課 

【再掲】放課後

児童クラブ 

昼間保護者のいない小

学校児童を受け入れ、そ

の健全育成に役立てる。 

受入数 525 人 

待機児童 50 人 

平成 26 年度から、放課

後子ども教室は放課後

児童クラブとして一本

化しており、ニーズの

高まりや法律上、小学

６年生までを対象とす

る事業となったことを

踏まえつつ、受入体制

の充実を図る。 

こども課 

 

1-5 子育てを支援する生活環境の整備 

本町では、子育て世代等が町内で安心して暮らせるよう、土地区画整理事業

を推進しており、今後も、若い世代が広くゆとりある住宅を確保できるよう、

良質なファミリー向け住宅の供給に努めます。 

また、子どもや親子連れが安全・安心に通行することができる道路交通環境

や、安心して外出できる環境の整備とともに、公共施設のバリアフリー化、公

園等の整備に努めます。 
 

（１）良質な居住環境の確保 

① 子育て世帯に対する、ゆとりある住宅、安全な住宅の確保を支援します。 

【主要事業の概要と方針】 

事業名 事業概要 平成 30 年度実績 今後の方針 担当課 

土地区画整理事

業 

公共施設を整備、改善し

土地の区画を整え、宅地

利用の増進を図る。 

岩堀、事業完了。 

六栗・里、継続中。 

今後も良質な宅地供給

に努める。 

区画整理

課 

 

（２）安心して外出できる環境の整備 

① 子どもや親子連れが、安全･安心に通行することができる道路交通環境の整備

に努めます。 

② 子どもや親子連れが、安心して外出でき、安心して遊べる環境の整備を進め

ます。 

【主要事業の概要と方針】 

事業名 事業概要 平成 30 年度実績 今後の方針 担当課 

子育てにやさし

いトイレの整備 

公園等のトイレを整備

する。 
未実施 

バリアフリー法に基づ

き、順次必要な公園設

備の整備を計画的に実

施する。 

都市計画

課 
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２ 子どもたちがのびのびと育つまちづくり 

2-1 子どもの健康の確保 

本町では、「第二次健康こうた２１計画」及び「第３次幸田町食育推進計画」

に基づき、健康づくりや食育の推進にかかる取組に努めており、今後も子ども

や母親・父親の健康の維持・増進のための事業や食育関連事業を推進します。 

また、思春期の心と体の健康づくりにあたっては、子どもたち自身が心身の

健康に関心を持ち、健康の維持・向上に取り組めるよう、相談体制や健康教育

の充実を進めます。 

 

（１）「食育」の推進 

① 乳幼児期から学齢期において、食に関する学習機会の確保や情報提供、食事作

りの体験活動を進めます。 

② 保育園、幼稚園、学校給食を通して、望ましい食習慣等の形成に努めます。 

【主要事業の概要と方針】 

事業名 事業概要 平成 30 年度実績 今後の方針 担当課 

すくすくこうた

っ子 

特別講座 

食育編 

親子で楽しく食べる体

験を通じて、偏食・小食

等の食生活を改善する

機会の提供と実践方法

を習得させる。 

親子 14 組 継続実施を図る。 健康課 

離乳食講習会 

（前期・後期） 

離乳食についての講義

や実演等により、離乳食

や望ましい食生活を習

得させる。 

各６回 

前期：171 人 

後期：124 人 

継続実施を図る。 健康課 

保育園・幼稚園

給食 

各園の給食室から提供

される給食を通して、さ

まざまな食べ物と親し

み、食べたい物、好きな

物が増えることやマナ

ーを学ぶ等、食事を楽し

めるようにする。 

保育園８園 幼稚

園２園 認定こど

も園２園 地域型

保 育 事 業 １ か 所 

認可外保育 1園（一

般住民受入可能施

設のみ） 

継続実施を図る。 こども課 

学校給食 

栄養教諭が各学校に出

向いて巡回栄養指導、食

生活アンケートの実施

と食生活指導を行い、

「食」の大切さを学ばせ

ている。 

９校 4,184 人 継続実施を図る。 
学校教育

課 
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事業名 事業概要 平成 30 年度実績 今後の方針 担当課 

夏休み子ども農

業体験教室 

町内の小学４～６年生

を対象に、農業の収穫体

験を実施する。体験を通

じて「食」の現場を学習

する。 

29 人 

ニーズも多く、参加満

足度も高い事業として

継続実施を図る。 

産業振興

課 

 

（２）思春期の心と体の健康づくり 

① 10 代の自殺や不健康やせ等の思春期の課題の重要性を踏まえて、心の問題に

対処するために、専門家の確保及び相談体制の充実に努めます。 

② 性や性感染症予防に関する正しい知識の普及に努めます。 

③ 未成年の飲酒や喫煙、薬物等の影響についての啓発と防止に努めます。 

【主要事業の概要と方針】 

事業名 事業概要 平成 30 年度実績 今後の方針 担当課 

教育相談 

青少年に関する問題・悩

みの相談、指導を実施す

る。 

相談者数 2,048 人 継続実施を図る。 
学校教育

課 

性教育・生活習

慣病予防の教育

／薬物乱用防止

教室 

小５・６、中３で喫煙、

飲酒、薬物乱用について

学習、講演会を開催す

る。 

９校 4,184 人 継続実施を図る。 
学校教育

課 

スクールカウン

セラーの配置 

学校における教育相談

機能の強化を図り、いじ

めや不登校等、児童・生

徒の相談に応じるため

スクールカウンセラー

を配置する。 

県費にて中学校は

全校配置 小学校

３校に１人配置 

必要な配置を順次進め

る。 

学校教育

課 
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2-2 子どもが健やかに育つための環境の整備  

本町では、次代のまちを担う人づくりの一貫として、さまざまな体験・交流

活動を推進しているほか、地域や学校において、子どもたちの生きる力を育む

教育環境の整備とともに、子どもの権利に関する条例に基づく取組を推進し

ています。 

今後も、子どもたちの豊かな心や生きる力を育み、次代を担う人づくりのた

めに、乳幼児とのふれあいの場の創出、遊び場の確保、居場所の確保、学習支

援など、地域社会全体で子どもたちの健全育成のための環境の整備を進める

とともに、家庭教育への支援の充実に努めます。 

また、家庭や地域の教育力の向上にあたっては、各種講座や教室、大会など

を通じて、「青少年インターネット環境整備法」等に基づき、地域住民や関係

機関・団体との連携による、青少年のインターネットの適切・安全・安心な利

用や保護者に対する普及啓発を推進します。 

 

（１）次代を担う人づくり 

① 各種ボランティア活動や体験・交流活動を通じて、男女が協力して家庭を築

くこと及び子どもを産み育てることの意義について、教育・広報・啓発を図

ります。 

② 子どもの活動を支援する環境の整備を進めます。 

【主要事業の概要と方針】 

事業名 事業概要 平成 30 年度実績 今後の方針 担当課 

健康課事業託児

ボランティア 

保護者が安心して健康

課が実施する講座が受

講できるよう、託児ボラ

ンティアを育成、実施す

る。 

託児利用者 年 20

回 210 人 

ボランティアの確保に

努める。 
健康課 

子育て専門図書

の貸し出しや情

報提供 

家庭や学校教育の中で、

男女が協力して家庭を

築くこと及び子どもを

産み育てることの意義

に関する教育・広報・啓

発を充実していく。 

子育て専門図書の

貸し出しや情報提

供 

大人用の図書コーナー

を設けており、継続実

施を図る。 

子育て支

援センタ

ー 

託児ボランティ

ア養成講座 

地域における子育てに

ついての気軽な相談者・

援助者の育成を目指す。 

16 人 

受講勧奨を図り、ボラ

ンティアの拡大に努め

る。 

子育て支

援センタ

ー 
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事業名 事業概要 平成 30 年度実績 今後の方針 担当課 

中高生育児ふれ

あい体験 

中高生が就園前の子ど

も及びその保護者と遊

びながら育児の楽しさ、

大変さを体験する。 

中学生５人 

高校生９人 

女子だけでなく、男子

の参加勧奨を行いつ

つ、事業の継続実施を

図る。 

子育て支

援センタ

ー 

交流事業 

高齢者や障がいのある

方に対する理解や思い

やりの心を育てる。 

９校 4,184 人 継続実施を図る。 
学校教育

課 

ボランティア体

験学習 

中学生がイベント等の

手伝いなどボランティ

ア体験をして理解や意

欲を育てる。 

３校 1,307 人 継続実施を図る。 
学校教育

課 

子育てトレーニ

ング 

子育て体験学習を実施

する。 
３校 1,307 人 継続実施を図る。 

学校教育

課 

世代間交流 

保育園及び小中学校と

老人クラブ等とが交流

する機会を設ける。 

８園 805 人 

９校 4,184 人 

今後も地域の老人クラ

ブとの交流や特養等の

老人福祉施設との交流

の継続実施を図る。 

保 育 園 

／小中学

校 

遊び場･居場所

の確保 

公民館、図書館、学校の

体育館等既存施設の有

効利用や校庭･園庭の開

放、児童遊園、都市公園

の充実を図り、子どもの

遊び場･居場所の確保に

努める。 

ちびっ子広場 48 

児童遊園 6 住民広

場 11 都市公園等

33 か所 地区公園

２  近 隣 公 園 ４ 

街区公園 23 その

他公園４ 

今後も都市公園等施設

の適正管理を通じて、

子どもの遊び場･居場

所の確保に努める。 

こども課

／生涯学

習課／都

市計画課 

 

（２）生きる力を育む環境の整備 

① 児童館や図書館、学校での活動を通じて、豊かな心の育成等に努めます。 

② 健康教育の推進やスポーツ活動の促進を通じて、健やかな体の育成等に努め

ます。 

③ 自然とのふれあい活動や文化振興活動など、多様な体験を通して、子どもた

ちが生きる力を身につけていけるよう支援します。 
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【主要事業の概要と方針】 

■豊かな心の育成等 

事業名 事業概要 平成 30 年度実績 今後の方針 担当課 

児童館活動の充

実 

健全な遊び場を提供し

て情操豊かな児童を育

成する。 

延べ 70,845 人 

行事やイベントの充実

を図る。全６小学校区

への児童館の設置を図

る。 

こども課 

学校図書館活動

の充実 

図書館に指導員を配置

し、充実を図るとともに

心豊かでたくましく生

きる児童生徒を育成す

る。 

９校 4,184 人 継続実施を図る。 
学校教育

課 

道徳教育推進事

業 

家庭や地域社会が学校

と一体となって心の教

育にあたる。 

９校 4,184 人 

各校における道徳の授

業の公開などを通じて

今後も、家庭、地域と

一体となって心の教育

を推進する。 

学校教育

課 

少人数指導 

クラスを分割し、少人数

による指導を展開し、基

礎、基本を徹底し、確か

な学力の向上を図る。 

各小中学校に町費

嘱託教員１人を配

置 各校で県費加

配教員と合わせ、実

施教科や授業形態

を工夫して実施 

継続実施を図る。 
学校教育

課 

図書館活動の充

実 

児童書の充実を図る。ボ

ランティアによる本の

読み聞かせ会や子ども

参加のイベントを実施

する。 

各種事業を実施す

る中で、こども参加

の事業は、おはなし

会、学習会、スタン

プラリー、クイズ、

子ども一日司書、読

み聞かせ講座等 

本の読み聞かせを通じ

て、子どもたちに本の

持つ素晴らしさを伝え

るとともに、読書意欲

と図書館利用の向上を

図る。 

生涯学習

課 

 

■健やかな体の育成等 

事業名 事業概要 平成 30 年度実績 今後の方針 担当課 

健康教育 

学校保健計画を作成し、

保健教育、管理の充実を

図る。 

９校 4,184 人 継続実施を図る。 
学校教育

課 

スポーツ活動の

推進 

土日、長期休業間の対応

策として、年齢、体力に

応じたスポーツ活動を

行う。 

春・夏休み少年少女

スポーツ教室402人 

各種スポーツ教室

117 人 

継続実施を図る。 
生涯学習

課 
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事業名 事業概要 平成 30 年度実績 今後の方針 担当課 

スポーツ施設の

充実 

子ども向けの種目を中

心に年齢や体力に応じ

た施設設備の整備に努

める。 

運動場 4 体育館 1 

庭球場 3 弓道場 1 

今後も施設の必要な修

繕等を通じて、利用し

やすい環境づくりに努

める。 

生涯学習

課 

少年スポーツク

ラブの育成支援 

子どもたちの体力向上

とスポーツを通じて社

会的ルールを学ぶため

積極的に支援する。 

町スポーツ協会加

盟の少年スポーツ

クラブ５団体 

今後もよりよい育成を

支援する。 

生涯学習

課 

町民プール活動

の充実 

プール無料開放、水泳教

室やダンス教室など多

彩な教室運営を通して、

施設の活用を図るとと

もに子どもの心身の健

やかな成長に役立つ環

境の整備に努める。 

各種事業を実施す

る中で、こども参加

の事業は、プール無

料開放、親子水泳教

室、親子エクササイ

ズ、親子ヨガ、水泳

教室、ダンス教室、

シンクロ・リズム水

泳 

今後も水泳を通じて水

と親しみながら健康増

進と体力向上を図り、

水難に対する最低限の

自己防衛力を身につけ

るとともに、参加者相

互の交流と心豊かな人

間形成を図る。 

生涯学習

課 

■体験活動等 

事業名 事業概要 平成 30 年度実績 今後の方針 担当課 

子ども会の活性

化 

子ども会連絡協議会に

よるドッジボール大会、

ソフトボール大会を開

催する。 

25 子ども会 継続実施を図る。 こども課 

自然体験活動の

充実 
自然観察会を実施する。 

〇 健康の道に咲く

初夏の花を見つけ

よう 

参加人数 ４人 

 

〇 野鳥観察会 

参加人数 １６人 

継続実施を図る。 環境課 

リサイクル事業

の視察見学会 

ごみの分別の徹底やリ

サイクルなど、ごみの減

量化、再資源化を推進

し、循環型社会の構築を

図り、環境保全に努め

る。 

環境学習会「ごみっ

て最後はどうなる

の？」参加人数18人 

継続実施を図る。 環境課 

地域に根ざした

特色ある学校づ

くり 

各校の計画により、地域

に根ざした特色ある学

校づくりを行う。 

９校 4,184 人 継続実施を図る。 
学校教育

課 
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事業名 事業概要 平成 30 年度実績 今後の方針 担当課 

文化振興活動の

充実 

合唱団やミュージカル

スクールなどの各種教

室運営とその発表の場

を設け、施設の活用を図

るとともに、音楽や演劇

などを通して文化振興

に努める。 

各種事業を実施す

る中で、こども参加

の事業は、音楽宅配

事業、演劇宅配事

業、わくわくキッズ

フェスティバル、合

唱団、ミュージカ

ル、オーケストラ等 

継続実施を図る。 
生涯学習

課 

 

（３）家庭や地域の教育力の向上 

① 子育てについての意識啓発や学習機会の充実を図ります。 

② 親子のふれあいの場の創出に努めます。 

③ スマートフォン等の普及をはじめ、現在の環境に見合った有害環境対策を進

めます。 

【主要事業の概要と方針】 

事業名 事業概要 平成 30 年度実績 今後の方針 担当課 

ママやパパのた

めの子育て講座 

家庭が子どもの成長に

おける基本的な場であ

ることや、保護者が責任

を持ち、家庭で暖かい愛

情の下、子どもを育てて

いくことの大切さなど

の意識啓発を目的とす

る勉強会、講習会などを

開催する。 

年４回（ママのため

の子育て講座）(パ

パのための子育て

講座) 

妊婦の参加も呼びかけ

ていくなど、受講勧奨

を図る。 

子育て支

援センタ

ー 

夏休み子ども教

室 

親子のふれあいを促進

する。 
６教室 228 人 継続実施を図る。 

生涯学習

課 

有害環境対策 

各種メディアの享受の

仕方の対処について教

育する。 

９校 4,184 人 継続実施を図る。 
学校教育

課 

地域に根ざした

特色ある学校づ

くり 

各校の計画により、地域

に根ざした特色ある学

校づくりを行う。 

９校 4,184 人 継続実施を図る。 
学校教育

課 
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事業名 事業概要 平成 30 年度実績 今後の方針 担当課 

開かれた学校づ

くり 

地域素材の教材化、地域

人材の活用、学校施設の

地域開放、学校評議員会

及び学校関係者評価委

員会の運営などを行う。 

地域素材の教材化、

地域人材の活用、学

校施設の地域開放

は、各校実施 学校

評議員会、学校関係

者評価委員会は、各

校それぞれ５人の

委員を任命 各２

回の会合を実施し、

学校評価や学校運

営への助言等を実

施 

継続実施を図る。 
学校教育

課 

 

 

（４）子どもの権利を守るまちづくりの推進 

① 「子どもの権利に関する条例」に関するさまざまな啓発活動を通じて、子ど

もの権利に関する住民の意識の醸成に努めます。 

【主要事業の概要と方針】 

事業名 事業概要 平成 30 年度実績 今後の方針 担当課 

子どもの権利に

関する条例の周

知・啓発活動の

実施 

子どもの権利擁護と自

立促進のための基本方

針を定める。 

子どもと大人の合

同ワークショップ、

子ども会議の開催 

町内全小学校１年

生へ子どもの権利

等相談カードを配

布 

子どもたちの認知度は

まだ低く、今後も条例

の周知・啓発活動の継

続実施を図る。 

こども課 

人権教育 

人権週間期間を中心に

各校の計画により、人権

に関する講話や人権に

関する授業等を行う。 

９校 4,184 人 継続実施を図る。 
学校教育

課 
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３ 子育てを、みんなで支えあうまちづくり 

3-1 子育て支援の地域ネットワークづくり 

本町では、少子化や世帯の細分化等、家庭や地域を取り巻く社会状況の変化

を踏まえつつ、児童委員の活動をはじめとする地域ぐるみでの子育て支援に

努めています。 

今後とも、子育て支援センターや保育園、幼稚園などの教育・保育・子育て

支援に関する機関とともに、子育てネットワーカーや子育て支援ボランティ

アなど住民による自主的な活動の連携を強化し、協働による子育て支援の地

域ネットワークづくりを促進します。 

併せて、親と子を温かく見守る雰囲気が地域住民の中に広がっていくよう

に、住民意識の啓発を図ります。 

 

（１）地域ぐるみの子育て支援 

① さまざまな活動を通して、地域ぐるみで子育てを支援する重要性を啓発しま

す。 

② 主任児童委員又は児童委員の活動の周知に努めます。 

③ 子育て支援に地域資源（児童館や図書館等）を有効に活用します。 

【主要事業の概要と方針】 

事業名 事業概要 平成 30 年度実績 今後の方針 担当課 

地域ぐるみの意

識の醸成 

広報やホームページの

活用、町内の地域組織活

動を通して地域ぐるみ

の子育て・子育ち支援の

意識啓発活動を進めて

いく。 

小学生に子どもの

権利等相談カード

を配布し、意識啓発

に努める。 

今後も条例の周知・啓

発活動の継続を通じ

て、地域ぐるみで子育

て支援を行う意識の醸

成に努める。 

こども課 

主任児童委員又

は児童委員の活

動の周知 

主任児童委員又は児童

委員の、子育てについて

の相談、地域で子どもを

見守り育てていく体制

づくり、児童相談所への

窓口など、子どもが健や

かに育つための活動内

容について周知を図り、

理解を深めていく。 

主任児童委員及び

児童委員による相

談事業、見守り活動

の実施 

継続実施を図る。 福祉課 

地域資源の活用 

児童館や図書館等を親

子交流の場として活用

していく。 

おはなし会などを

行い親子交流の場

を作っている。 

継続実施を図る。 

生涯学習

課／こど

も課 
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3-2 子どもの安全の確保 

本町では、犯罪の起きにくい地域づくりを目的に、地域安全ステーションの

運営をはじめ、地域ぐるみの細部まで目の行き届いた防犯のまちづくりを進

めています。 

今後とも、子どもたちの安全・安心を確保するための取組を推進し、交通安

全教育や犯罪等に関する情報提供をはじめ、子どもを事故や犯罪等から守る

活動の推進を図ります。 

 

（１）子どもを事故や犯罪等から守る活動の推進 

① 交通安全、防犯・防災に関する各種訓練や教室を開催し、子ども自身の意識

や対応能力の向上に努めます。 

② 子どもを環境汚染から守るため、環境保全に努めます。 

③ 保育園・幼稚園・学校での防災対策等の充実を図ります。 

④ 危険箇所の点検や防犯ボランティアの活動をはじめ、子どもたちを犯罪から

守るため、地域全体での活動を進めます。 

【主要事業の概要と方針】 

事業名 事業概要 平成 30 年度実績 今後の方針 担当課 

交通安全、防犯・

防災の取組の充

実 

施設、体制の強化と町民

の危機管理意識の高揚

を図る事業を展開する。 

園児と保護者の交

通安全教室（町立全

保育園、私立２施

設）、不審者対応訓

練（5 小中学校、全

児童クラブ）、高齢

者講話、防災リーダ

ー養成研修（２回）、

災害対策研修会、各

区防災訓練 

地域安全ステーション

と警察、交通指導員の

連携による活動ととも

に、今後も交通安全及

び防犯対策を呼びかけ

る。また、幸田町安全

テラスセンター24 の

体制を整え、防災減災

対策を推進する。 

防災安全

課 

地域安全ステー

ションの運営 

交通安全対策と防犯対

策の強化を図るべく啓

発拠点として管理運営

している。 

平成20年４月開設。

警察ＯＢが勤務し、

青色回転灯車両に

よる巡回パトロー

ル等を実施 

小中学生の見守り活動

のほか、今後も不審者

対応訓練など積極的な

活動を推進する。 

防災安全

課 

環境保全の推進 

子どもの健康を損なう

有害物質の除去及び排

出抑制に努める。 

公害（野焼き等）対

応、指導 
継続実施を図る。 環境課 
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事業名 事業概要 平成 30 年度実績 今後の方針 担当課 

通学路等のカラ

ー標示化 

通学路の安全を確保す

るために、カラー標示化

を進めていく。 

町内小学校通学路

でグリーンベルト

の塗り直しの工事

を実施した。 

交通安全施設等整備事

業の推進に関する法律

に基づく整備を順次図

る。 

土木課 

防犯ホイッスル

の貸与 

小中学生に対し登下校

時の防犯に努める。 

新小学１年生に配

布し６年間使用 
継続実施を図る。 

学校教育

課 

【再掲】有害環

境対策 

各種メディアの享受の

仕方の対処について教

育する。 

９校 4,184 人 継続実施を図る。 
学校教育

課 

危険箇所の点検 

ガードレールや横断歩

道､標識､カーブミラー

などの設置が必要な場

所及び用水路などの危

険箇所を点検し､事故の

防止に努める。子どもの

視点から、道路などの安

全対策を点検し､安全な

まちづくりを推進する。 

坂崎・幸田小学校

区、中央・荻谷小学

校区、豊坂・深溝学

区の３グループに

分けた点検結果（教

育委員会経由）や地

元関係区から出さ

れた通学路や危険

箇所等に関係する

整備（修繕・改善）

要望について順次

対応し危険箇所を

減少させた。 

幸田町通学路安全推進

会議を開催して、関係

課（学校教育課、防災

安全課・土木課）、関係

機関(岡崎警察署、西三

河建設事務所)との連

携により、通学路を中

心とした危険箇所の減

少を図る。 

学校教育

課／土木

課／防災

安全課 

地域全体での取

組の推進 

地域住民の協力を得て、

子どもたちを犯罪から

守るための見回り等の

意識づくりや組織づく

りを進めていく。 

地域の防犯ボラン

ティア 10 団体によ

る活動 

スクールガードに

よる児童生徒の見

守りを継続中 

防犯ボランティア団体

の活動をはじめ、地域

の防犯意識向上を図

る。 

学校教育

課／防災

安全課 

 

 

 

 

 


